
１．基本事項

川崎市わーくす大師 評価対象年度

・事業者名　社会福祉法人電機神奈川福祉センター
・代表者名　岡元　茂樹
・住所　横浜市磯子区新杉田町８番地の７

評価者

　平成２８年４月１日～令和３年３月３１日 所管課

２．事業実績

３．評価　（評価段階：5～1,標準：3,加点割合：5→100%,4→80%,3→60%,2→40%,1→0%)

分類 項目 配点 評価段階 評価点

支出に見合う効果等が図られているか

会計基準に基づく会計処理がなされているか

事業収支に関して適正な会計処理が為されているか

条例に基づく利用料等を適切に徴収しているか

指定管理者制度活用事業　評価シート

事業成果

支出状況 5 3

（評価の理由）
・就労移行支援事業においては、早期離職を防ぐため、企業訪問や就労者との面談、家庭への連絡調整などを密に行った。また必要に応じ
て相談支援センターや発達相談支援センター等の関係機関と連絡を図り、生活面、精神面でのフォローによる支援を行った結果、元年度は
就労後１年以内の離職者は１名だった。
・就労継続支援事業Ｂ型においては、目標工賃額を意識した単価の交渉や新規作業の開拓を行い、また、作業において個々の利用者の生
産性や作業種などのアセスメントをとり、改善目標を定期面談時に利用者へ示すなどの取組みを行い、目標工賃を上回る平均工賃月額
31,555円を得ることができた。また、長く働き続けられるよう、作業だけではなく運動プログラムや調理活動の実施、地域の行事への参加な
ど、利用者の居場所としての役割も担っている。
・就労定着支援事業においては、就労から定着するまでの支援に加え、定着支援事業終了後も企業巡回や個別面談を行い、就労者が働い
ている間は支援を継続させている。また同窓会や、ほっとスポットKAWASAKIといった各企業で働いている就労者同士が交流することができ
る取組みを行い、余暇活動や仲間づくりの場の機会を提供している。さらに、離職してしまった利用者に対しても、再就職に向けた支援や、
障害福祉サービスの利用について関係機関との連絡調整を行い、利用者が切れ目なく支援を受けられるような体制を整えている。

10 8

計画に基づく適正な支出が行われているか

令和元年度

障害計画課長

健康福祉局障害保健福祉部
障害計画課

利用者に対する支援を着実に実施しているか

10 4

計画通りの収入が得られているか

指定管理施設としての事業目的を達成することができたか

着眼点

就労移行支援（定員３０名）　平均登録者数　２９．２名
就労継続支援B型（定員２０名）　平均登録者数　２１．８名
就労定着支援　対象者数（入社後６か月から３年６か月まで）　３８名

・利用者一人一人の希望や実態に則した個別支援計画書を作成し、就労支援に関する高い技術と知識を有
する施設として丁寧な支援を行った。令和元年度は就労移行支援事業では10名が就労。就労継続支援事業
B型では、作業単価の値上げ交渉や作業種の見直し等により、平成30年度より年間平均工賃月額を約5,000
円上昇させることができた。
・就労して定着するまでの6か月間の定着支援と、就労後6か月から3年6か月の定着支援事業の期間で、月１
回以上、面談や会社訪問を行い、定着支援事業終了後も施設独自に支援を継続するなど、就労後も長く働き
続けることができるようなフォローを行っている。
・アメリカのTEACCHプログラムの研修に職員を派遣し、支援技術の向上に努めた。

利用者の障害特性に応じた個別支援等を実施しているか

8

4

（評価の理由）
・支出については、非常勤職員の増加による人件費増が影響したこともあり、見込みを上回ったが、収支はプラスだった。
・収入については、利用者増による給付費収入増、就労支援事業収益の増益により、見込みを上回った。
・法人本部と連携し、公認会計士からの指導を受け、適切な会計処理を行っている。

3

施設名称

事業者名

指定期間

収
支
状
況

サービス向上の取組

利用実績

収支実績

収入状況

利用者への支援

適切な会計手続

総
合
的
な
運
営
状
況

4

5 3 3

5 4

基本協定に規定する業務の範囲を適切に実施しているか

収入 支出 収支差額
福祉事業活動 152,704千円 福祉事業活動 142,017千円 10,687千円
　給付費 124,085千円 　人件費 79,655千円
　川崎市独自扶助 5,370千円 　事務費 10,539千円
　指定管理委託料等 0千円 　事業費 27,991千円
　拠点区分間繰入金 0千円 　拠点区分間繰入金 23,832千円
　その他 23,249千円 施設整備等 0千円

合計 152,704千円 合計 142,017千円
※端数処理のため合計が一致しないことがあります。



適正な人員配置

連絡・連携体制

担当者のスキル
アップ

5 4 4

コンプライアンス 5 3 3

職員の労働条
件・労働環境

5 3 3

施設・設備の保
守管理

5 3 3

管理記録の整
備・保管

5 3 3

清掃業務

警備業務

備品管理 5 3 3

４．総合評価

72 評価ランク

評価点合計：100点満点,標準点:60点
評価ランク：A～E,標準:：Ｃ,A→80点以上,B→70点以上80点未満,C→60点以上70点未満,D→50点以上60点未満,E→50点未満
A→特に優れている,B→優れている,C→適正である,D→改善が必要である,E→問題があり適切な措置を講じる必要がある。

適切なサービス
の提供

提供すべきサービスが仕様書や実施計画等に基づいて適切に提供されたか

利用者の意見・
要望への対応

サービス向上へ
の取組み

サービス向上に向けた取組みがなされているか

現状分析、課題把握等を常に行っているか

利用者からの要望や意見に対して、迅速かつ適切に対応しているか

4

4

事故、犯罪、災害等から利用者を守ることができる適切な安全管理体制となってい
るか（人員配置、マニュアル、訓練等）

4

スタッフが業務を適正に実施するための、適切な労働条件や労働環境が整備され
ているか

法令遵守のルール（規則・マニュアル等）と管理・監督体制が整備され、適切な運
用が為されているか

4
施設内及び敷地内の警備が適切に行われ、事件・事故・犯罪等の未然防止に役
立っているか

5

業務日誌・点検記録・修繕履歴等が適切に整備・保管されているか

施設内及び外構の清掃が適切に行われ、清潔な美観と快適に利用できる環境を
維持しているか

（評価の理由）
・海外研修へ職員を派遣し、TEACCHプログラムなど海外の障害者支援について学ぶことで、利用者一人一人に対しより適切な支援が行わ
れているのか見直すきっかけとなり、支援の質の向上が図られている。
・就労援助センターやハローワーク、企業応援センターなどと連携して、利用者の個々の特性に合った職場開拓を行った。企業に対して雇
用管理上の助言を行ったほか、地域や学校、企業に対して就労支援のノウハウを伝える講演活動やセミナー等の企画に携わり、地域におけ
る障害者雇用に貢献している。
・毎日実施している職員ミーティングにおいてヒヤリハットの情報共有を図り、川崎地区で毎月実施している安全衛生推進会で安全確認を徹
底し、理事長による定期巡回を行った。
・年２回の防災訓練を行ったほか、横浜市民防災センターを見学し、職員及び利用者の防災知識を深めた。

業務知識や安全管理、法令遵守に関する研修等が行われているか

5 4

4

安全・安心への
取組

3

利用者への支援を適時かつ十分に行っているか

5

5 3

意見・要望の収集方法を確立しているか

4

4 810

5 4

サ
ー

ビ
ス
体
制

（評価の理由）
・職場で求められる会話だけでなく、他者とのコミュニケーション能力を培うために、令和元年度から部活動の取り組みを始めるなど、利用者
の会話スキルの向上に努めている。
・企業で働くことや働く上で必要なルールやマナー等を具体的に実感するために、企業見学会を5回実施し、延べ48名が参加した。わーくす
大師の利用を経て働いている就労者の姿を見学し、話を聞くことで、利用者の就労への気持ちや意識を高めている。
・面談室や目安箱の設置など、利用者、家族が相談しやすい環境を整えている。利用者からの苦情や相談などは日々記録を取り、職員間で
その問題等の共有を図っている。また、利用者アンケートを実施し、結果を分析することで、今後の作業内容や相談体制、プログラム内容な
ど継続していくものや改善すべきものを検討している。

適
正
な
業
務
実
施

組
織
管
理
体
制

評価点合計 Ｂ

（評価の理由）
・館内清掃については、定期清掃は業者委託により適正に行われている。日常清掃業務は利用者の作業の一環として、作業室・廊下・トイレ
の清掃・庭木の手入れなどが実施されており、その作業が利用者の工賃となり、美観の維持と利用者の清潔感に関する意識の向上が図られ
ている。
・施設・設備については、職員による点検や、法人の安全衛生委員会による巡回を行った。

所管課との連絡・連携が十分に図られているか

緊急時の連絡体制を構築しているか

安全な利用に支障をきたすことのないよう、施設・設備の保守点検や整備等を適
切に実施しているか

設備・備品の整備や整頓、利用者が使用する消耗品等の補充が適切に行われて
いるか

必要な人員が必要な場所に適切に配置されているか



５．事業執行（管理運営）に対する全体的な評価

６．来年度の事業執行（管理運営）に対する指導事項等

・就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援を通して、就労前から就労後の切れ目のない継続的な支援を、利用者一人一人の障害
特性に合わせ実施している。また、就労の場だけではなく、地域の関係機関とのコミュニケーションゼミナールの開催や、新たな部活動
の取組みなど、他者とのコミュニケーション能力を培う場や、同窓会、ほっとスポットKAWASAKIなど、働く意欲や就労を継続するために
必要な学びを得られるような日中活動の場の提供など、利用者の生活や精神面を支えるような支援を実施している。
・企業の雇用担当者の相談を受けて、本人への接し方や、障害特性上の配慮など、雇用管理上の助言を行うとともに、NPO法人障害者
雇用部会に職員を委員として派遣し、雇用上での課題に対するアドバイスや意見交換などを頻繁に実施し、障害者雇用制度の推進に
貢献している。
・指定管理制度終了後の在り方を見据えた取組みとして、特別支援学校からだけではなく、サポート校や一般高校からの新規利用を視
野に入れた施設見学や実習の受入れを積極的に行っている。

　　令和２年度より、譲渡による民設民営の施設運営が始まっているが、今後も適切な施設運営に努めること。


